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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
【化１】

　　　で表されるイソビテキシン４´－Ｏ－β－Ｄ－グルコピラノサイドのフラボノイド
類を一種または複数種、有効成分として含有してなるコラーゲン産生促進剤。
　　　ただし、〔化１〕において、Ｒ１はグリコシル、Ｒ２はＯＨ、Ｒ３はＨ、およびＲ

４は－Ｏ－グリコシルである。
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【請求項２】
　　　　請求項１の化学式〔化１〕で表わされるフラボノイド類を一種または複数種、有
効成分として含んでなる香粧品。
 
【請求項３】
　　　　請求項１の化学式〔化１〕で表わされるフラボノイド類を液体食品、菓子、米飯
類、パン類、麺類、または調味料中に一種または複数種、０．００１重量パーセント～１
０重量パーセントの含有率で含んでなる飲食品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は多種のフラボノイド類を一種または複数種含有し、コラーゲン産生を促進する
コラーゲン産生促進剤、この促進方法、コラーゲン産生促進剤を含有する香粧品、飲食品
および医薬品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、人体の皮膚は日常生活で浴びる紫外線やストレス、加齢、さらにそれらが原因
で発生する活性酸素により、皮膚の線維芽細胞が傷害され、コラーゲン産生能力が低下す
ると考えられている。皮膚のコラーゲン産生能力が低下するとシワやタルミといった美容
上好ましくない現象を引き起こす。
【０００３】
　紫外線から皮膚を防御するため、ジオルガノシロキサン化合物（特開２００５－２１３
２４５号公報）微粒子二酸化チタンと微粒子酸化亜鉛（特開２００４－１８２６４６号公
報）など、さまざまなサンスクリーン剤が考案されている。
【０００４】
　また、紫外線による皮膚傷害の防止剤としてトマト色素（特開２０００－２２９８２７
号公報）や、ライチ種子抽出物（特開２００６－２２５３４１号公報）等が考案されてい
るが、直接的に皮膚のコラーゲン合成を促進させるものではない。
【特許文献１】特開２００５－２１３２４５号公報
【特許文献２】特開２００４－１８２６４６号公報
【特許文献３】特開２０００－２２９８２７号公報
【特許文献４】特開２００６－２２５３４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明の課題は、線維芽細胞のコラーゲン産生促進作用を有するフラボノイド類
を見出し、これらを含有したコラーゲン産生促進剤、およびその促進方法、および該コラ
ーゲン産生促進剤を含有し、前述の公知技術に記載される欠点を改良した皮膚外用剤およ
び化粧料、食品、医薬品、医薬部外品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するため、本発明のコラーゲン産生促進剤によれば、
　化学式
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【化２】

　で表される一種または複数種のフラボノイド類を有効成分として含有してなることを特
徴とする。
　ただし、〔化２〕において、Ｒ１はグリコシル(glycosyl)、またはグリコシル・グリコ
シル－Ｏ－シナポイル(sinapoyl)、Ｒ２はＯ－シナポイル、またはＯＨ、Ｒ３はＨ、また
はＯＨ、Ｒ４はＯ－グリコシル、ＯＨ、またはＯ－グリコシル－シナポイルである。
【０００７】
（１）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯ－シナポイル、Ｒ３が
Ｈ、およびＲ４がＯ－グリコシルのときのフラボノイドは、７－Ｏ－トランス－シナポイ
ルイソビテキシン４´－Ｏ－β－Ｄ－グルコピラノサイド（７－Ｏ－trans－sinapoyliso
vitexin４´－Ｏ－β－Ｄ－glucopyanoside）である。
【０００８】
（２）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯ－シナポイル、Ｒ３が
Ｈ、およびＲ４がＯＨのときのフラボノイドは、７－Ｏ－トランス－シナポイルイソビテ
キシン（７－Ｏ－trans－sinapoylisovitexin）である。
【０００９】
（３）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯ－シナポイル、Ｒ３が
Ｈ、およびＲ４がＯ－グリコシル－シナポイルのときのフラボノイドは７－Ｏ－トランス
－シナポイルイソビテキシン４´－Ｏ－（６－Ｏ－トランス－シナポイル－β－Ｄ－グル
コピラノサイド）（７－Ｏ－trans－sinapoylisovitexin４´－Ｏ－（６－Ｏ－trans－si
napoyl－β－Ｄ－glucopyanoside））である。
【００１０】
（４）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル－グリコシル－Ｏ－シナポイル、
Ｒ２がＯ－シナポイル、Ｒ３がＨ、Ｒ４がＯＨのときのフラボノイドは、６´´－Ｏ－（
２－Ｏ－トランス－シナポイル－β－Ｄ－グルコピラノシル）－７－Ｏ－トランス－シナ
ポイルイソビテキシン（６´´－Ｏ－（２－Ｏ－trans－sinapoyl－β－Ｄ－glucopyrano
yl）－７－Ｏ－trans－sinapoylisovitexin）である。
【００１１】
（５）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル－グリコシル－Ｏ－シナポイル、
Ｒ２がＯ－シナポイル、Ｒ３がＨおよびＲ４がＯ－グリコシルのときのフラボノイドは、
６´´－Ｏ－（２－Ｏ－トランス－シナポイル－β－Ｄ－グルコピラノシル）－７－Ｏ－
トランス－シナポイルイソビテキシン４´－Ｏ－β－Ｄ－グルコピラノサイド（６´´－
Ｏ－（２－Ｏ－trans－sinapoyl－β－Ｄ－glucopyranoyl）－７－Ｏ－trans－sinapoyli
sovitexin４´－Ｏ－β－Ｄ－glucopyanoside）である。
【００１２】
（６）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯＨ、Ｒ３がＨ、Ｒ４が
ＯＨのときのフラボノイドは、イソビテキシン（isovitexin）である。
【００１３】
（７）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯＨ、Ｒ３がＯＨ、およ
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びＲ４がＯＨのときのフラボノイドは、イソオリエチン（isoorietin）である。
【００１４】
（８）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯＨ、Ｒ３がＨ、および
Ｒ４が－Ｏ－グリコシルのときのフラボノイドは、イソビテキシン４´－Ｏ－β－Ｄ－グ
ルコピラノサイド（isovitexin４´－Ｏ－β－Ｄ－glucopyanoside）である。
【００１５】
（９）上記化学式〔化２〕において、Ｒ１がグリコシル、Ｒ２がＯＨ、Ｒ３がＯＨ、Ｒ４

が－Ｏ－グリコシルのときのフラボノイドは、イソオリエチン４´－Ｏ－β－Ｄ－グルコ
ピラノサイド（isoorietin４´－Ｏ－β－Ｄ－glucopyanoside）である。
【００１６】
　さらに、上述の課題を達成するため、本発明の化粧学的コラーゲン産生促進方法によれ
ば、化学式〔化２〕のフラボノイド類を一種または複数種、有効成分として含有するコラ
ーゲン産生促進剤を皮膚に塗布することにより、皮膚のコラーゲン産生を促進させること
を特徴とする。
【００１７】
　さらに、上述の課題を解決するため、本発明の栄養学的コラーゲン産生促進方法によれ
ば、化学式〔化２〕のフラボノイド類を一種または複数種、有効成分として含有するコラ
ーゲン産生促進剤を経口摂取することにより、皮膚のコラーゲン産生を促進させることを
特徴とする。
【００１８】
　さらに、上述の課題を解決するため、本発明の皮膚外用剤または香粧品によれば、化学
式〔化２〕のフラボノイド類の一種または複数種を有効成分として含有することを特徴と
する。
【００１９】
　さらに、上述の課題を解決するため、本発明の飲食品によれば、上述の化学式〔化２〕
のフラボノイド類を一種または複数種を有効成分として含有することを特徴とする。
【００２０】
　さらに、上述の課題を解決するため、本発明の医薬品または医薬部外品によれば、前述
の化学式〔化２〕のフラボノイド類を一種または複数種を有効成分として含んでなること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　上記のフラボノイド類、特に上述（８）のイソビテキシン４´－Ｏ－β－Ｄ－グルコピ
ラノサイドはヒト線維芽細胞において優れたコラーゲン産生促進作用を呈し、これらを含
有した食品、皮膚外用剤および化粧料は、ヒト臨床試験においても皮膚弾力の向上やシワ
の改善に有効に作用した。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を具体的に詳述する。
【００２３】
　本発明で用いるコラーゲン産生促進剤は、化学的な合成法により得ることができるが、
市販のものをそのまま用いることも出来る。また、このコラーゲン産生促進剤は、アブラ
ナ科植物、ナデシコ科植物（王不留行　学名 Vaccaria segetalis）、セリ科植物、イネ
科植物、フウチョウソウ科植物、パパイア科植物、モクセイソウ科植物、ノウゼンハレン
科植物などより抽出、さらに精製して用いてもよい。さらに、このコラーゲン産生促進剤
は単独で用いることができるが、複数種を混合して用いることもできる。
【００２４】
　本発明で用いるコラーゲン産生促進剤を皮膚外用剤および化粧料として用いる場合、含
有率は、０．００００１重量％～５重量％で有効に機能を発揮させることができ、さらに
好ましくは０．０００１重量％～１重量％の範囲である。このコラーゲン産生促進剤を食
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品として用いる場合、含有率は、０．００１重量％～１０重量％で有効に機能を発揮させ
ることができ、更に好ましくは０．０１重量％～５部重量％の範囲である。さらに、これ
を医薬品および医薬部外品として用いる場合、含有率は、０．００１重量％～５０重量％
で有効に機能を発揮させることができ、更に好ましくは０．０１重量％～５重量％の範囲
である。
【００２５】
　また、本発明のコラーゲン産生促進剤の利用形態は任意であり、皮膚外用剤および化粧
料であれば、化粧水、美容液、乳液、クリーム、ローション、洗顔料、皮膚洗浄剤、マッ
サージ用剤、クレンジング用剤、香水、日焼け止めクリーム、シャンプー、リンス、ボデ
ィーソープ、固形石鹸、シェービングクリーム、ヘアートニック、育毛・養毛剤、整髪料
、浴用剤、制汗剤、歯ミガキ粉、防臭剤等として、食品であれば清涼飲料水、茶飲料、ド
リンク剤、アルコール飲料等の液体食品、菓子、米飯類、パン類、麺類、惣菜類、調味料
等として、医薬品であれば、錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、液剤、ゲル剤、軟膏等
として用いることができる。
【００２６】
　本発明のコラーゲン産生促進剤を皮膚外用剤および化粧料として用いる場合には、前記
の必須成分に加え、必要に応じて本発明の効果を損なわない範囲で、下記に例示する成分
や添加剤を任意に選択・併用して製造することができ、さらには、下記に例示する美白剤
、抗酸化剤等の任意の薬効成分や生理活性物質などを必要に応じて配合することで、本発
明の構成成分との相乗効果が発揮され、通常期待される以上の優れた使用効果をもたらす
ことがある。なお、製剤中への含有量は、特に規定しないが、通常０．０００１～５０％
が好ましい。
【００２７】
　各種油脂類として、大豆油、月見草油、米胚芽油、米糠油、小麦胚芽油、アボカド油、
グレープシード油、ツバキ油、ホホバ油、エゴマ油、オリーブ油、ゴマ油、カカオ油、カ
ミツレ油、キャロット油、キューカンパー油、牛脂脂肪酸、ココナッツ油、サフラワー油
、トウモロコシ油、ナタネ油、ヒマシ油、綿実油、落花生油、ミンク油、卵黄油、パーム
油、パーム核油、ヤシ油、牛脂、豚脂、シアバター、スクワレン、スクワラン、プリスタ
ンまたはこれら油脂類の水素添加物（硬化油等）等が挙げられる。
【００２８】
　ロウ類としては、蜜ロウ、サラシ蜜ロウ、カルナバロウ、鯨ロウ、ラノリン類、カンデ
リラロウ、モンタンロウ、セラックロウ、ライスワックス等である。
【００２９】
　鉱物油としては、流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、オゾケライド、セレシン、
マイクロクリスタンワックス等である。
【００３０】
　脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸
、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、
ラノリン脂肪酸等の天然脂肪酸、イソペンタン酸等の脂肪酸である。
【００３１】
　アルコール類としては、エタノール、イソピロパノール、エチレングリコール、ラウリ
ルアルコール、セタノール、ステアリルアルコール、オレイルアルコール、ラノリンアル
コール、コレステロール、フェノキシエタノール、２－ヘキシルデカノール、イソステア
リルアルコール、２－オクチルドデカノール等、多価アルコール類として、酸化エチレン
、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、エチレングリ
コールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノルブチルエーテル、ポリエチレング
リコール、酸化プロピレン、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、１、３
－ブチレングリコール、ペンチルグリコール、グリセリン、ペンタエリトリトール、トレ
イトール、アラビトール、キシリトール、ガラクチトール、ソルビトール、マンニトール
、ラクチトール、マルチトール等である。
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【００３２】
　エステル類としては、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステア
リン酸ブチル、ラウリン酸へキシル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸オレイル、オ
リン酸デシル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、乳
酸セチル、乳酸ミリスチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、酢酸ラノリン、モノ
ステアリン酸エチレングリコール、モノステアリン酸プロピレングリコール、モノステア
リン酸グリセリン、ジオレイン酸プロピレングリコール等である。
【００３３】
　金属セッケン類としては、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、ス
テアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、パルミチン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウ
ム、ラウリン酸亜鉛等である。
【００３４】
　ガム質、糖類または水溶性高分子化合物としては、アラビアゴム、キサンタンガム、グ
アゴム、カラヤゴム、寒天、カゼイン、乳糖、果糖、ショ糖またはそのエステル、トレハ
ロースまたはその誘導体、デキストリン、ゼラチン、ペクチン、デンプン、カラギーナン
、キチンまたはキトサン類、アルギン酸やヒアルロン酸およびコンドロイチン硫酸または
その塩、ヘパリン、エチルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース
、カルボキシエチルセルロース、結晶セルロース、β―グルカン、ポリビニルアルコール
、ポリビニルメチルエーテル、ポリアクリル酸塩、ポリアルキレンオキサイドまたはその
架橋重合物、カルボキシビニルポリマー等である。
【００３５】
　界面活性剤としては、アルキルカルボン酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキル硫酸エ
ステル塩、アルキルリン酸エステル塩等のアニオン界面活性剤、アルキルアミン塩、アル
キル四級アンモニア塩等のカチオン界面活性剤、カルボン酸型両性界面活性剤、硫酸エス
テル型両性界面活性剤、スルホン酸型両性界面活性剤、リン酸エステル型両性界面活性剤
、非イオン界面活性剤等の両性界面活性剤、天然界面活性剤、タンパク質加水分解物の誘
導体、高分子界面活性剤、チタン・ケイ素を含む界面活性剤、フッ化炭素系界面活性剤等
のその他の界面活性剤である。
【００３６】
　各種ビタミン類としては、レチノール、レチナール、デヒドロレチナール、カロチン、
リコピン等のビタミンＡ群、チアミン塩酸塩、チアミン硫酸塩、リボフラビン、ピリドキ
シン、シアノコパラミン、葉酸類等のビタミンＢ群、ビタミンＣ、ビオチン、パントテン
酸、リン酸アスコルビルマグネシウム塩、リン酸アスコルビルナトリウム塩、テトラへキ
シルデカン酸アスコルビル等のビタミンＣ誘導体、ビタミンＤ群、ビタミンＥ群およびそ
の誘導体、ビタミンＫ群、その他、必須脂肪酸、カルニチン、フェルラ酸、γ―オリザノ
ール、ビタミンＰ類、ビタミンＵ類等が挙げられる。
【００３７】
　バリン、ロイシン、イソロイシン、トレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、トリ
プトファン、リジン、グリシン、アラニン、アスパラギン、グルタミン、セリン、システ
イン、シスチン、チロシン、プロリン、ヒドロキシプロリン、アスパラギン酸、グルタミ
ン酸、アルギニン、オルニチン、ヒスチジン等の各種アミン酸類や、それらの硫酸塩、リ
ン酸塩、硝酸塩、クエン酸、あるいはピロリドンカルボン酸等のアミノ酸誘導体等が挙げ
られる。
【００３８】
　植物または動物系原料由来の添加物としては、形態に応じて一般的に行われる粉砕、洗
浄、加水分解、精製、抽出、分画、乾燥、粉末化等を任意に選択、組合わせた処理加工を
行い、各種の素材から任意に選択して供すれば良い。
【００３９】
　なお、抽出に用いる溶媒については、任意に選択すれば良いが、水、メタノール、エタ
ノール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イソブタノール等
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の低級アルコールあるいは含水低級アルコール、プロピレングリコール、１、３－ブチレ
ングリコール、グリセリン等の多価アルコールあるいは含水多価アルコール、アセトン、
酢酸エチル等の各種有機溶媒の中から選ばれる１種もしくは２種以上の混液を用いるのが
望ましい。
【００４０】
　原料とする具体的な植物（生薬）としては、例えば、アシタバ、アスナロ、アセロラ、
アロエ、アロエベラ、イチジク、オリーブ、カミツレまたはローマカミツレ、カンナ、キ
ハダ、ギムネマ、シルベスタ、クマザサ、サクラ、ザクロ、ササ、セイヨウワサビ、ダイ
オウ、ダイズ、ドクダミ、トマト、ナツメ、ニンニク、ヒノキ、ヒマシ、ブルーベリー、
プルーン、ミョウガ、モロヘイヤ、緑茶等が挙げられる。
【００４１】
　海藻類としては、クロレラ類、アオノリ類、アナアオサ等の緑藻類、コンブ類、ワカメ
、ヒジキ等の褐藻類、ヒジリメン、マクサ（テングサ）、ヒラクサ、シマテングサ、トサ
カノリ等の紅藻類が代表的なものとして挙げられる。
【００４２】
　また、その他の藻類、例えば、クラミドモナス属、ドゥナリエラ属、クロロコッカス属
、クワノミモ属、ボルボックス属、アオミドロ属、カサノリ属等の緑藻類やスイゼンジノ
リ属、アオコ属、ネンジュモ属、ユレモ属、ラセンモ（スピルリナ）属等の藍藻類、ピラ
エラ属、シオミドロ属、ハバノリ属、セイヨウハバノリ属、コモンブクロ属等の褐藻類、
ウシケノリ属、アマノリ属、フノリ属、トサカノリ属、スギノリ属等の紅藻類、シャジク
モ属等の車軸藻類、ヒカリモ属等の黄色藻類が代表的なものとして挙げられる。
【００４３】
　また、動物系原料由来の素材としては、鶏冠抽出物、牛または豚、人の胎盤抽出物、牛
または豚の臓器（例えば脳、胃、十二指腸、腸、脾臓）の抽出物もしくはその分解物、牛
・豚または魚類のコラーゲン加水分解物や水溶性コラーゲンまたはアシル化コラーゲン等
のコラーゲン誘導体、牛または豚のエラスチンまたはエラスチン加水分解物または水溶性
エラスチン誘導体、ケラチンおよびその分解物またはそれらの誘導体、シルク蛋白および
その分解物またはそれらの誘導体、牛乳、カゼインおよびその分解物またはそれらの誘導
体、ラクトフェリンまたはその分解物、鶏卵成分、魚肉分解物、核酸関連物質等が挙げら
れる。海洋成分深層水等の海水類や海水より得た無機塩、海泥または泥類等も用いられる
。
【００４４】
　微生物培養代謝物酵母代謝物、酵母菌抽出エキス、細菌代謝物、細菌抽出エキス、カビ
または放線菌代謝物、カビまたは放線菌抽出エキス、納豆菌代謝物、納豆抽出エキス、米
発酵エキス、米糠（赤糠、白糠）発酵エキス、ユーグレナ抽出物またはその分解物または
それらの水溶性誘導体、トレハロースまたはその誘導体、生乳または脱脂粉乳の乳酸発酵
物、マメ科植物の乳酸菌発酵物等α－ヒドロキシグリコール酸、クエン酸、リンゴ酸、酒
石酸、乳酸等も用いられる。
【００４５】
　紫外線吸収／遮断剤としては、β－イソプロピルフラノン誘導体、ウロカニン酸、ウロ
カニン酸エチル、パラジメチル安息香酸オクチル、２－ヒドロキシー４－メトキシベンゾ
フェノン、２－ヒドロキシー４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸等のベンゾフ
ェノン誘導体、パラアミノ安息香酸、パラアミノ安息香酸エチル等のパラアミノ安息香酸
誘導体、パラメトキシ桂皮酸エチル、パラメトキシ桂皮酸イソプロピル等のメトキシ桂皮
酸誘導体、サリチル酸誘導体、アントラニル酸誘導体、ウロカニン酸誘導体、クマリン誘
導体、アミノ酸系化合物、ベンゾトリアゾール誘導体、テトラゾール誘導体、イミダゾリ
ン誘導体、ピリミジン誘導体、ジオキサン誘導体、カンファー誘導体、フラン誘導体、ピ
ロン誘導体、核酸誘導体、アラントイン誘導体、ニコチン酸誘導体、ビタミンＢ６誘導体
、ウンベリフェロン、エスクリン、桂皮酸ベンジル、シノキサート、オキシベンゾン、ジ
オキシベンゾン、オクタベンゾン、スリソベンゾン、ベンゾレソルシノール、アルブチン
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、グアイアズレン、シコニン、バイカリン、バイカレイン、ベルベリン、ネオヘリオパン
、エスカルロール、酸化亜鉛、酸化チタン、タルク、カオリン等が挙げられる。
【００４６】
　美白剤としては、パラアミノ安息香酸誘導体、サリチル酸誘導体、アントラニル酸誘導
体、クマリン誘導体、アミノ酸系化合物、ベンゾトリアゾール誘導体、テトラゾール誘導
体、イミダゾリン誘導体、ピリミジン誘導体、ジオキサン誘導体、カンファー誘導体、フ
ラン誘導体、ピロン誘導体、核酸誘導体、アラントイン誘導体、ニコチン酸誘導体、ビタ
ミンＣまたはその誘導体、ビタミンＥまたはその誘導体、コウジ酸またはその誘導体、オ
キシベンゾン、ベンゾフェノン、アルブチン、グアイアズレン、シコニン、バイカリン、
バイカレイン、ベルベリン、胎盤エキス、エラグ酸、ルシノール等が挙げられる。
【００４７】
　チロシナーゼ活性阻害剤としては、ビタミンＣまたはその誘導体、ハイドロキノンまた
はその誘導体、コウジ酸またはその誘導体、ビタミンＥまたはその誘導体、Ｎ－アセチル
チロシンまたはその誘導体、グルタチオン、過酸化水素、過酸化亜鉛、胎盤エキス、エラ
グ酸、アルブチン、ルシノール、シルク抽出物、植物エキス（カミツレ、クワ、クチナシ
、トウキ、ワレモコウ、クララ、ヨモギ、スイカズラ、キハダ、ドクダミ、マツホド、ハ
トムギ、オドリコソウ、ホップ、サンザシ、ユーカリ、セイヨウノコギリ、アルテア、ケ
イヒ、マンケイシ、ハマメリス、カラグワまたはヤマグワ、延命草、桔梗、トシシ、続髄
子、射干、麻黄、センキュウ、ドッカツ、サイコ、ボウフウ、ハマボウフウ、オウゴン、
牡丹皮、シャクヤク、ゲンノショウコ、葛根、甘草、五倍子、アロエ、ショウマ、紅花、
緑茶、紅茶、阿仙薬）等が用いられる。
【００４８】
　メラニン色素還元／分解物質として、フェニル水銀ヘキサクロロフェン、酸化第二水銀
、塩化第一水銀、過酸化水素水、過酸化亜鉛、ハイドロキノンまたはその誘導体が挙げら
れる。
【００４９】
　代謝促進作用／細胞賦活物質としては、ハイドロキノン、乳酸菌エキス、胎盤エキス、
霊芝エキス、ビタミンＡ、ビタミンＥ、アラントイン、脾臓エキス、胸腺エキス、酵母エ
キス、発酵乳エキス、植物エキス、（アロエ、オウゴン、スギナ、ゲンチアナ、ゴボウ、
シコン、ニンジン、ハマメリス、ホップ、ヨクイニン、オドリコソウ、センブリ、トウキ
、トウキンセンカ、アマチャ、オトギリソウ、キュウリ、タチジャコウソウ、マンネンロ
ウ、パセリ）等があり、またコハク酸、タンニン酸、アラントイン、塩化亜鉛、硫酸亜鉛
等の収斂剤も用いられ、ＳＯＤ、カタラーゼ、グルタチオンパーオキシダーゼ等の活性酸
素消去剤も用いられ、さらに、ビタミンＣまたはその塩、ステアリン酸エステル、ビタミ
ンＥまたはその誘導体、ノルジヒドログアセレテン酸、ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨ
Ｔ）、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ヒドロキシチロソール、パラヒドロキシ
アニソール、没食子酸プロピル、セサモール、セサモリン、ゴシポール、プロポリス等の
抗酸化剤も用いられる。また、β－カロチン、植物エキス、（ゴマ、アマチャ、オトギリ
ソウ、ハマメリス、チョウジ、メリッサ、エンメイソウ、シラカバ、サルビア、マンネン
ロウ、南天実、エイジツ、イチョウ、緑茶）等の過酸化脂質生成抑制剤も用いられる。
【００５０】
　さらに、イクタモール、インドメタシン、カオリン、サリチル酸、サリチル酸ナトリウ
ム、サリチル酸メチル、アセチルサリチル酸、塩酸ジフェンヒドラミン、ｄ－カンフル、
ｄｌ－カンフル、ヒドロコルチゾン、グアイアズレン、カマズレン、マレイン酸クロルフ
ェニラミン、グリチルリチン酸またはその塩、グリチルレチン酸またはその塩、甘草エキ
ス、シコンエキス、エイジツエキス、ユキノシタエキス、シソエキス、ヨクイニンエキス
、プロポリス等の抗炎症剤が挙げられる。
【００５１】
　ヒノキチオール、アクリノール、イオウ、グルコン酸カルシウム、グルコン酸クロルヘ
キシジン、スルファミン、マーキュロクロム、ラクトフェリンまたは加水分解物、塩化ア
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ルキルジアミノエチルグリシン液、トリクロサン、次亜塩素酸ナトリウム、クロラミンＴ
、サラシ粉、ヨウ素化合物、ヨードホルム、ソルビン酸または塩、プロピオン酸または塩
、サルチル酸、デヒドロ酢酸、安息香酸、安息香酸ナトリウム、パラヒドロキシ安息香酸
エステル類、ウンデシレン酸、チアミンラウリル硫酸塩、チアミンラウリル硝酸塩、フェ
ノール、クレゾール、ｐ－クロロフェノール、ｐ－クロロ－ｍ－キシレノール、ｐ－クロ
ロ－ｍ－クレゾール、チモール、フェネチルアルコール、Ｏ－フェニルフェノール、イル
ガサンＣＨ３５６５、ハロカルバン、ヘキサクロロフェン、クロロヘキシジン、エタノー
ル、メタノール、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコール、エチレングリコール、
プロピレングリコール、フェノキシエタノール、１，２－ペンタンジオール、ジンクピリ
ジオン、クロロブタノール、イソプロピルメチルフェノール、ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル等の非イオン界面活性剤、両性界面活性剤、ラウリル硫酸ナトリウム等のアニ
オン界面活性剤、塩化ベンザルコニウム等のカチオン界面活性剤、ホルムアルデヒド、ヘ
キサミン、感光素１０１号、感光素２０１号、感光素４０１号、Ｎ－長鎖アシル塩基性ア
ミノ酸誘導体およびその酸附加塩、酸化亜鉛、ヒノキチオール、クジン、プロポリス、油
溶性甘草エキス等の抗菌・殺菌・消毒薬が挙げられる。
【００５２】
　グリセリン、プロピレングリコール、１、３－ブチレングリコール、ポリエチレングリ
コール、トリカプリルカプリン酸グリセリン、グリコール酸（－ヒドロキシ酸）、ヒアル
ロン酸またはその塩、コンドロイチン硫酸またはその塩、水溶性キチンまたはその誘導体
あるいはキトサン誘導体、ピロリドンカルボン酸またはその塩、乳酸ナトリウム、尿素、
ソルビトール、アミノ酸またはその誘導体、オリーブ油、カミツレ油、ヒマシ油等の油脂
類（硬化油含む）、ミツロウ、ラノリン、セラックロウ等のロウ類、流動パラフィン、ワ
セリン、パラフィン等の鉱物油、納豆菌代謝物、納豆抽出エキス、絹繊維抽出物、カミツ
レ、アロエ等の植物エキス等の保湿剤も用いられる。
【００５３】
　フロオロリン酸ジイソプロピル、植物エキス（オウゴン、オトギリソウ、クララ、桑の
葉、ケイヒ、ゲンノショウコ、コンフリー、サルビア、セイヨウニワトコ、ボダイジュ、
ボタンピ）海藻エキス等のエラスターゼ活性阻害剤、ビタミンＥまたはその誘導体、セン
ブリエキス、ニンニクエキス、人参エキス、アロエエキス、ゲンチアナエキス、トウキエ
キス、セファランチン、塩化カルプロニウム、ミノキシジル等の末梢血管血流促進剤、さ
らにはトウガラシチンキ、ノニル酸バニルアミド、カンタリスチンキ、ショウキョウチン
キ、ハッカ油、１－メントール、カンフル、ニコチン酸ベンジル等の刺激剤、ピリドキシ
ンまたはその誘導体、イオウ、ビタミンＢ６等の抗脂漏剤、レゾルシン、サリチル酸、乳
酸、尿素等の角質溶解剤等が挙げられる。
【００５４】
　過酸化水素水、過硫酸ナトリウム、過硫酸アンモニウム、過ホウ酸ナトリウム、過酸化
尿素、過炭酸ナトリウム、過酸化トリポリリン酸ナトリウム、臭素酸ナトリウム、臭素酸
カリウム、過酸化ピロリン酸ナトリウム、過酸化オルソリン酸ナトリウム、ケイ酸ナトリ
ウム過酸化水素付加体、硫酸ナトリウム過酸化水素付加体、塩化ナトリウム過酸化水素付
加体、β－チロシナーゼ酵素液、マッシュルーム抽出液等の酸化剤、硫酸ストロンチウム
、硫化ナトリウム、硫化バリウム、硫化カルシウム等の無機系還元剤、チオグリコール酸
またはその塩類（チオグリコール酸カルシウム、チオグリコール酸ナトリウム、チオグリ
コール酸リチウム、チオグリコール酸マグネシウム、チオグリコール酸ストロンチウム）
等さらには、毛髪膨潤剤として、エタノールアミン、尿素、グアニジン等の除毛剤が用い
られる。
【００５５】
　ジャコウ等の天然動物性香料、メントール、スペアミント、ペパーミント、アニス精油
、オレンジ精油、カルダモン精油、グアヤクウッド精油、クミン精油、ケイ皮精油、シン
ナモン精油、ゲラニウム精油、コリアンデル精油、シソ精油、シダーウッド精油、シトロ
ネラ精油、ジャスミン精油、ジンジャーグラス精油、杉精油、スペアミント精油、西洋ハ
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ッカ精油、橙花精油、冬緑精油、バラ精油、檜精油、ヒバ精油、白檀精油、ベイ精油、ベ
ルガモット精油、ユーカリ精油、ライム精油、ラベンダー精油、レモン精油、ローズマリ
ー精油、和種ハッカ精油等の植物性香料、その他合成香料等の香料が用いられる。
【００５６】
　ホルモン類として、エストラジオールおよびそのエステル、エストロン、エチニルエス
トラジオール、コルチゾンおよびそのエステル、ヒドロコルチゾンおよびそのエステル、
ブレドニゾン、プレドニゾロン等が挙げられる。
【００５７】
　その他として、金属イオン封鎖剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、防腐・防バイ剤、清涼剤
、安定化剤、乳化剤、動・植物蛋白質およびその分解物、動・植物性多糖類およびその分
解物、動・植物性糖蛋白質およびその分解物、血流促進剤、抗炎症剤、消炎剤、抗アレル
ギー剤、創傷治療剤、増泡剤、増粘剤、酵素、精製水、口腔用剤、消炎・脱臭剤、苦味料
等が上げられ、これらと併用することによって、本発明効果または他の美容的効果の相加
的または相乗的向上が期待できる。
【００５８】
　本発明のコラーゲン産生促進剤を食品として用いる場合には、前記の必須成分に加え、
必要に応じて本発明の効果を損なわない範囲で、下記に例示する成分や添加剤を任意に選
択・併用して製造することができ、さらには、下記に例示する美白剤、抗酸化剤等の任意
の薬効成分や生理活性物質などを必要に応じて配合することで、本発明の構成成分との相
乗効果が発揮され、通常期待される以上の優れた使用効果をもたらすことがある。
【００５９】
　各種ビタミン類として、レチノール、レチナール、デヒドロレチナール、カロチン、リ
コピン等のビタミンＡ群、チアミン塩酸塩、チアミン硫酸塩、リボフラビン、ピリドキシ
ン、シアノコバラミン、葉酸類等のビタミンＢ群、ビタミンＣ、リン酸アスコルビルマグ
ネシウム塩、リン酸アスコルビルナトリウム塩、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル等
のビタミンＣ誘導体、ビタミンＤ群、ビタミンＥ群およびその誘導体、ビタミンＫ群、そ
の他、必須脂肪酸、カルニチン、ビチオン、フェルラ酸、γ－オリザノール、ビタミンＰ
類、ビタミンＵ等が用いられる。
【００６０】
　動物系原料由来の素材としては、鶏冠抽出物、ヒアルロン酸、牛または豚、人の胎盤抽
出物、牛または豚の臓器（例えば脳、胃、十二指腸、腸、脾臓）の抽出物もしくはその分
解物、牛・豚または魚類のコラーゲン加水分解物や水溶性コラーゲンまたはアシル化コラ
ーゲン等のコラーゲン誘導体、牛または豚のエラスチンまたはエラスチン加水分解物また
は水溶性エラスチン誘導体、ケラチンおよびその分解物またはそれらの誘導体、シルク蛋
白およびその分解物またはそれらの誘導体、牛乳、カゼインおよびその分解物またはそれ
らの誘導体、ラクトフェリンまたはその分解物、鶏卵成分、鮫肝油、スクワレン、魚肉分
解物、乳酸菌、酵母、麹菌、核酸関連物質である。
【００６１】
　植物系原料由来の素材としては、米、大豆、米抽出セラミド、大豆抽出セラミド、アシ
タバ、アスナロ、アセロラ、アルテア、アロエ、アロエベラ、イチジク、イチョウ葉、ウ
コン、エキナセア、エルダーフラワー、延命草、オドリコソウ、オウゴン、オリーブ、葛
根、カブ、カミツレまたはローマカミツレ、ガラナ、カラグワまたはヤマグワ、カンナ、
甘草、桔梗、キハダ、ギムネマ・シルベスタ、ビムネマ、キャッツクロー、クマザサ、ク
レソン、クロレラ類、クワ、クチナシ、クララ、ケイヒ、ゲンノショウコ、五倍子、サイ
コ、サクラ、ザクロ、ササ、サンザシ、シソ、シャクヤク、ショウマ、ショウガ、射干、
スイカズラ、スピルリナ、セイヨウノコギリソウ、セイヨウワサビ、センキュウ、セント
ジョウーンズワート、続髄子、ダイオウ、ダイコン、タンポポ、デビルズクロウ、ドクダ
ミ、トウキ、トシシ、ドッカツ、トマト、ナツメ、ニンニンク、ノコギリヤシ、ノニ、ハ
トムギ、ハマメリス、ヒノキ、ヒマシ、ビルベリー、フキ、フェンネル、ブロッコリー、
ブルーベリー、プルーン、紅花、ボウフウ、ハマボウフウ、牡丹皮、ホップ、麻黄、マカ
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、マツホド、マンケイシ、ミョウガ、モロヘイヤ、ワレエモコウ、ヨモギ、ユーカリ、ユ
キノシタ、緑茶、ラズベリー、ローズヒップ、ワサビ、紅茶、阿仙薬、ライム精油、バラ
精油、ラベンダー精油、レモン精油、ローズマリー精油、西洋ハッカ精油、和種ハッカ精
油等である。
【００６２】
　補酵素として、コエンザイムＱ１０、αリポ酸、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチ
ド、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸、フラビンアデニンジヌクレオチド、
コエンザイムＡ、チアミンピロリン酸、ピリドキサルリン酸、テトラヒドロ葉酸、ＵＤＰ
グルコース、コエンザイムＢ１２等、脂肪酸としてドコサヘキサエン酸、エイコサペンタ
エン酸、αリノレン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘ
ン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸等である。
【００６３】
　バリン、ロイシン、イソロイシン、トレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、トリ
プトファン、リジン、グリシン、アラニン、アスパラギン、グルタミン、セリン、システ
イン、シスチン、チロシン、プロリン、ヒドロキシプロリン、アスパラギン酸、グルタミ
ン酸、アルギニン、オルニチン、ヒスチジント等の各種アミノ酸類や、それらの硫酸塩、
リン酸塩、硝酸塩、クエン酸塩、あるいはピロリドンカルボン酸等のアミノ酸誘導体等が
挙げられ、さらに、ミネラルとして、カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、ナト
リウム、リチウム、アルミニウム、ゲルマニウム、鉄、マンガン、亜鉛、銅、モリブデン
、クロム、ヨウ素、バナジウム、ニッケル、ケイ素、セレン等が挙げられる。
【００６４】
　このようにして得られるコラーゲン産生促進剤、ならびにコラーゲン産生促進剤を含有
してなる皮膚外用剤および化粧料、食品、医薬品、医薬部外品は、コラーゲン産生促進作
用を有し、皮膚の損傷や好ましくない変化、例えば、シワやタルミを防止する目的で使用
される。
【実施例１】
【００６５】
　正常ヒト線維芽細胞を用いたコラーゲン産生試験
　正常ヒト線維芽細胞に試験試料として上述の（１）～（９）の化合物を添加して、培地
中に分泌されたＩ型コラーゲンをＥＬＩＳＡにて定量することによって評価した。
【００６６】
　正常ヒト線維芽細胞を１０％仔牛血清（ＦＢＳ）含有ダルベッコ変法ＭＥＭ（ＤＭＥＭ
）を用いて９６穴マイクロプレートに播種した。２４時間後、所定の濃度の試料を含有し
た０．５％ＦＢＳ含有ＤＭＥＭに交換し、さらに４８時間培養後、培養上清を回収してHu
man Type I Collagen Detection Kit(Chondrex) によりＩ型コラーゲン産生量を測定した
。同時に細胞を０．１％TritonX-100 溶液にて溶解後、ＤＣプロテインアッセイ（Bio Ra
d）を用いてタンパク質量を測定した。なお、Positive control として５０μＭＬ－アス
コルビン酸リン酸エステルマグネシウム塩を用いた。
【００６７】
　図１に示したとおり、本発明によるコラーゲン産生促進剤（化合物１－９）は、正常ヒ
ト線維芽細胞のコラーゲン産生を促進した。
【実施例２】
【００６８】
　コラーゲン産生促進剤摂取による、皮膚状態の改善効果試験
　本発明によるコラーゲン産生促進剤を被験者に摂取させ、皮膚の粘弾性測定、およびシ
ワレプリカの２次元画像解析を行った。
【００６９】
　試験デザインは二重盲検並行群間試験とし、アクティブ群、プラセボ群をそれぞれ１５
名とした。被験者は健康な女性（２０歳以上６０歳未満）とした。
【００７０】
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　わさび(学名 Eutrema wasabi)乾燥物８ｋｇに、１２倍重量の水を添加し、常温にて１
時間攪拌を行った。遠心分離とろ過により残渣を取り除き、８３．８ｋｇの抽出液を得た
。これを減圧下にて濃縮し、濃縮物を８．７５ｋｇ得た。これを９０℃に加熱し殺菌した
後に、３５℃まで冷却した。その後、濃縮物に含まれている固形分と等量のデキストリン
を添加し、スプレードライに供し、２．６１ｋｇの抽出物を得た。この乾燥物は５％の化
合物８と、１％の化合物６と、０．１％の化合物１を含有する。
【００７１】
　この抽出物を１日摂取量が２５０ｍｇとなるようにハードカプセルに充填してアクティ
ブ群の被験食品とした。プラセボとしてはハードカプセルにデキストリンを充填した物を
用いた。
【００７２】
　被験者に試験食品を１２週間摂取させ、摂取前と摂取後４週間目、８週間目、１２週間
目に皮膚の粘弾性測定と、シワレプリカに２次元画像解析を行った。
【００７３】
　皮膚の粘弾性測定にはキュトメーター（ＳＥＭ４７４，Courage and Khazawa, Koln, F
RG）を用い、プローブ内に吸引された左右頬部皮膚の変化を測定した。粘弾性は、（（プ
ローブ内に引き込まれた皮膚の最大高）－（陰圧解除後の皮膚高））／（プローブ内に引
き込まれた皮膚の最大高）×１００（％）で表した。
【００７４】
　シワの計測にはレプリカ２次元画像解析法を用いた。すなわち、試験食品摂取前と摂取
後の目尻のシワをレプリカに取り、一定方向（水平面から３０°）から並行光を照射し、
生じた陰影を画像処理する。そこから陰影面積の大きさを算出し、陰影面積を全体の面積
で除した値を面積率とした。摂取後の面積率から摂取前の面積率を減じた値をシワ面積率
とした。同じように標準スケールからも陰影面積とその長さを算出し、目尻シワレプリカ
の数値を補正した。
【００７５】
　図２に示したとおり、試験開始時と比較して試験食品摂取群で頬の皮膚の粘弾性の改善
が見られた。
【００７６】
　図３に示したとおり、試験開始時と比較して試験食品摂取群で目尻のシワの改善が見ら
れた。
【００７７】
　以上の結果から、本発明のコラーゲン産生促進剤の摂取により、被験者の皮膚の状態が
改善した。
【実施例３】
【００７８】
　ナデシコ科植物（王不留行学名　Vaccaria segetablis）を用いて、実施例２と同様の
手順で試験を行った。
【００７９】
　ナデシコ科植物（王不留行学名　Vaccaria segetablis）乾燥物８Ｋｇに１２倍量の水
を添加し、常温にて１時間攪拌を行った。遠心分離とろ過により残渣を取り除き、８３.
６Kｇの抽出液を得た。これを９０℃に加熱し殺菌した後に、３５℃まで冷却した。その
後、濃縮物に含まれている固形分と等量のデキストリンを添加し、スプレードライに供し
、２.４４Kｇの抽出物を得た。この乾燥物は４％の化合物８を含有する。
【００８０】
　以下の試験食品の製造方法、臨床試験方法、分析方法、解析方法は実施例２と同様の条
件で行った。
【００８１】
　図４に示したとおり、試験開始時と比較して試験食品摂取群で頬の皮膚の粘弾性の改善
が見られた。
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【００８２】
　図５に示したとおり、試験開始時と比較して試験食品摂取群で目尻のシワの改善が見ら
れた。
【実施例４】
【００８３】
　実施例２で作製した抽出物を用いて美容液を製造した。
　１．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　５２．１５％（重量％）
　２．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　１０．０％
　３．ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　１．３％
　４．カルボキシビニルポリマー　　　　　　　　１７．５％
　５．アルギン酸ナトリウム　　　　　　　　　　１５．０％
　６．モノラウリン酸ポリグリセリル　　　　　　　１．０％
　７．コラーゲン　　　　　　　　　　　　　　　　２．０％
　８．実施例２の抽出物　　　　　　　　　　　　　０．０５％
　９．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　１．０％
上記１－８の水相成分を混合し、７５℃にて加熱溶解した。９の油相成分を７５℃にて加
熱溶解させ、両者を混合して予備乳化を行った。その後、ホモミキサーにて均一に乳化さ
せ、冷却して美容液とした。
【実施例５】
【００８４】
　実施例２の〔００７４〕で作製した抽出物を用いてクリームを製造した。
　１．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０％（重量％）
　２．ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　２．０％
　３．水素添加パーム油　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　４．親油性モノステアリン酸グリセリン　　　　　　２．０％
　５．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　１２．０％
　６．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　０．１％
　７．ヒアルロン酸　　　　　　　　　　　　　　　　２．０％
　８．アルギニン　　　　　　　　　　　　　　　　１３．０％
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３．３４％
　１０．カルボキシビニルポリマー　　　　　　　　１５．０％
　１１．実施例２の抽出物　　　　　　　　　　　　　０．０６％
　１～４の油相成分を混合し、８０℃にて加熱溶解した。５～１１の水相成分を７５℃に
て加熱溶解させ、両者を混合して予備乳化を行った。その後、ホモミキサーにて均一に乳
化させ、冷却してクリームとした。
【実施例６】
【００８５】
　コラーゲン産生促進剤塗布による、皮膚状態の改善効果試験
　本発明によるコラーゲン産生促進剤を被験者の皮膚に塗布し、皮膚の粘弾性測定、およ
びシワレプリカの２次元画像解析を行った。
【００８６】
　試験デザインは二重盲検並行群間試験とし、アクティブ群、プラセボ群をそれぞれ１０
名とした。被験者は健康な女性（３０歳以上６０歳未満）とした。
【００８７】
　被験者に実施例４と実施例５の美容液とクリームを８週間併用して使用させ、使用前と
使用後４週間目、８週間目、１２週間目に皮膚の粘弾性測定と、シワレプリカの２次元画
像解析を行った。皮膚の粘弾性測定と、シワレプリカの２次元画像解析の方法は、実施例
２の方法に準じた。
【００８８】
　図６に示したとおり、試験開始時と比較して試験品塗布群で頬の皮膚の粘弾性の改善が
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見られ、図７に示したとおり、試験開始時と比較して試験品塗布群で目尻のシワの改善が
見られた。以上の結果から、本発明のコラーゲン産生促進剤の塗布により、被験者の皮膚
の状態が改善した。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明により、優れたコラーゲン合成促進作用を有するコラーゲン合成促進剤、コラー
ゲン産生促進方法、皮膚外用剤、化粧料、食品、医薬品、医薬部外品を得ることができ産
業上の利用可能性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】コラーゲン産生促進物質による、正常ヒト線維芽細胞のコラーゲン産生試験であ
る。
【図２】コラーゲン産生促進剤摂取による、皮膚粘弾性の改善試験である。
【図３】コラーゲン産生促進剤摂取による、目尻のシワの改善試験である。
【図４】コラーゲン産生促進剤摂取による、皮膚粘弾性の改善試験である。
【図５】コラーゲン産生促進剤摂取による、目尻のシワの改善試験である。
【図６】コラーゲン産生促進剤塗布による、皮膚粘弾性の改善試験である。
【図７】コラーゲン産生促進剤塗布による、目尻のシワの改善試験である。
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